
機関全体の取組

各責任者・部局に

おける取組

各部局

至誠館大学における研究費等の運営・管理体制

最高管理責任者

（学長）
理事会等

統括管理責任者

（副学長）

不正防止対策班
（班長：統括管理責任者）

コンプライアンス推進責任者

（学部長）

教職員等

内部監査室 監事

コンプライアンス推進責任者

（事務局長）

・基本方針の策定
・必要な措置

報告

・具体策の策定、実施
・指示

・モニタリング
報告

・具体策の実施

・受講管理、指導

・改善指導

・モニタリング

会計監査人

・不正防止計画の策定、推進

・啓発、研修、調査

連携 連携

連携

相談・通報窓口

（経理課）

相談・通報

支援

監査 監査

議論 報告

不正対応委員会
（委員長：統括管理責任者）


